
平成 27 年 2 月 17 日 
2014 年度第１回湖鳥会理事会議事録 

 
日程：2015 年 2 月 6 日 19:00-20:30 
場所：鳥取大学広報センター2 階スペース C 
出席：役員４名，湖情会幹事１名 
 
審議事項 
１．湖鳥会及び湖情会（知能情報工学科同窓会）の合併について 

湖鳥会会則変更による合併が承認された． 
２．合併スケジュール 

下記スケジュールが承認された． 
(1) ３月１４日（土）：湖鳥会総会（15:00-:総会(工学研究科大講義室), 17:00-:懇親会） 
(2) ４月１日（水）：名称変更，（仮）電気情報系学科同窓会発足 
(3) ４月以降：2015 年度第 1 回理事会 

３．同窓会名称について 
下記名称への変更及び通称が承認された． 
・名称：鳥取大学工学部電気情報系学科同窓会 
・通称：湖鳥会 

４．会計（資産移行，入会金等）について 
会計について下記が承認された． 
・2015 年 3 月末までは各同窓会で管理する．湖情会の資産を 4 月 1 日付で湖鳥会会計へ組み入れる． 
・入会金：これまで通り卒業，修了時期に 1 人 5,000 円を徴収する． 

５．役員について 
下記が承認された． 
・会長：吉田氏が留任 
・副会長は旧湖鳥会から 1 名，旧湖情会から 1 名選出． 
 ・川端氏：留任（東京大同窓会（予定）を担当）． 安木氏，豆田氏：副会長退任，理事就任 
・監事は旧湖鳥会から 1 名，旧湖情会から 1 名． 
 ・松岡氏：留任． 井上氏：監事，理事の退任 
 ・名称を監事から監査に変更． 
・幹事は電気情報系学科の前身学科出身の教員（学内幹事）並びに 

旧各同窓会幹事の留任． 
・各期卒業生代表として各期役員を設置する． 

各期代表制度が制定される前の 2006 年度以前についてはさかのぼって任命しない． 
６．会則変更について 

学科名称変更に伴う会則変更などが承認された．変更事項などは別紙参照． 
７．特別会計について 

特別会計を解消し，一般会計に組み入れることが承認された． 
 
 
 



報告事項 
１．今後の活動 

・4 月以降：会報発行 
・工学部５０周年記念事業協力 

２．その他 
  ・今後ホームページの更新を頻繁に行う． 



（仮）鳥取大学工学部電気情報系学科同窓会 湖鳥会 会則（理事会承認）      
平成２７年４月１日ᨵṇ予定 

 
 
   第１❶ 総 則 
 
 
第１᮲（名称） 
  ᮏ会はࠊ（仮）鳥取大学工学部電気情報系学科同窓会と称しࠊ（仮）湖鳥会（こࡻࡕうか

い）と通称するࠋ 
 
第２᮲（┠ⓗ） 
  ᮏ会はࠊ会員┦の親╬をᅗりࠊそのྥ上に資しࠊ鳥取大学工学部電気情報系学科との

㐃⤡をᐦにしࠊその発ᒎをᅗることを┠ⓗとするࠋ 
 
第３᮲（会員） 
  ᮏ会の会員はࠊḟの通りとするࠋ 
  (1)ṇ 会 員 鳥取大学工学部電気情報系学科とその前身学科の卒業生及び大学㝔工学

研究科情報ࢡࢽࣟࢺࢡ࢚ࣞスᑓᨷとその前身ᑓᨷの修了生 
  (2)‽ 会 員 ṇ会員を㝖ࡃ鳥取大学工学部電気情報系学科とその前身学科及び大学㝔

工学研究科情報ࢡࢽࣟࢺࢡ࢚ࣞスᑓᨷのᅾ学生 
  (3)特別会員 鳥取大学大学㝔工学研究科情報ࢡࢽࣟࢺࢡ࢚ࣞスᑓᨷの⌧教員 
  (4)㈶ຓ会員 鳥取大学工学部電気情報系学科の前身学科ࠊ鳥取大学大学㝔工学研究科情

報ࢡࢽࣟࢺࢡ࢚ࣞスᑓᨷとその前身ᑓᨷの旧教員ࠊ⌧旧⫋員ࠊならびにᮏ会の᥎⸀による

 ࠋのࡶ
 
第４᮲（㢳ၥ） 
  ᮏ会に㢳ၥを置ࠊࡁ電気情報系学科長ࠊ会長⤒㦂⪅ならびに理事会の᥎⸀によるࡶのと

するࠋ㢳ၥは㔜せ会ົにつࡁ会長のㅎၥにᛂ࠼るࠋ 
 
第５᮲（組⧊及び㐠Ⴀ） 
  ᮏ会の事ົᒁを鳥取大学工学部電気情報系学科内に置ࠋࡃ 

2  ᮏ会の㐠Ⴀに࠶たってはࠊ工学部同窓会とᐦ᥋な㐃ᦠをಖつࡶのとするࠋ 
 
第６᮲（事業） 
  ᮏ会はࠊ第２᮲の┠ⓗを㐩成するたࠊࡵ会報の発行ࠊその他ᚲせな事業を行うࠋ 



 
第２❶ 役 員 

 
 
第７᮲（役員） 
  ᮏ会にࠊḟの役員を置ࠋࡃ 

 (1) 理事会役員  会長１名 副会長ⱝᖸ名 理事ⱝᖸ名 監査２名 幹事ⱝᖸ名 
   (2)  各期役員ⱝᖸ名 
 
第㸶᮲（役員の選出と任期） 
  会長ࠊ副会長ࠊ監査ࠊ幹事は理事会で理事の୰から選出するࠋ 
  2 理事はࠊṇ会員の୰からⱝᖸ名を総会に࠾いて選出するࠋణしࠊ総会の承認により

会長ࠊ副会長に人選を一任することがでࡁるࠋ 
  3 理事会役員の任期は３年とするࠋణしࠊ任はጉࡆないࠋ 

4 各期役員は各期にⱝᖸ名を選出するࠋ 
 
第㸷᮲（役員の任ົ） 
  会長はࠊᮏ会を代表しࠊ会ົを総ᣓするࠋ 
  2 副会長はࠊ会長を⿵బしࠊ会長に事ᨾ࠶る時はࠊその⫋ົを代行するࠋ 
 3 理事はࠊ理事会をᵓ成しࠊ会ົを議Ỵしᇳ行するࠋ 

4  監査はࠊ会計の監査に当たるࠋ 
  5 幹事はࠊᮏ会のᗢົ及び会計を担当するࠋ 
   6 各期役員は各期を代表しࠊ会長のᣍ㞟による㔜せな会ົを審議しࠊ各期の会ົをศ

ᤸするࠋ 
 
 
   第３❶ 議 Ỵ 
 
 
第１０᮲（総会） 
  総会はࠊṇ会員をࡶってᵓ成するࠋ 
  2 ᮏ会の᭱㧗議Ỵᶵ㛵を総会とするࠋ 
  3 ḟの場合に会長は総会をᣍ㞟しࠊその議長となるࠋ 
   (1) 会長がᚲせと認ࡵたとࠋࡁ 
   (2) 理事会役員が３ศの２以上をࡶってࠊそのྊ㞟をせồしたとࠋࡁ 
   (3) ṇ会員が２０ศの１以上をࡶってࠊそのྊ㞟をせồしたとࠋࡁ 



  4 総会はḟの事項をウ議するࠋ 
   (1) 理事会からの報告事項 
   (2) 総会の㛤ദを議Ỵまたはせồしたࡶののᥦ事項 
   (3) 会則のᨵᗫに㛵することࠋ 
   (4) その他ᚲせな事項 
  5 議事はࠊ出席会員の㐣༙ᩘの同ពをࡶって議Ỵされるྰྍࠋ同ᩘのとࡁはࠊ議長の

Ỵするとこࢁによるࠋ 
 
第１１᮲（理事会） 
  ḟの場合に理事会は会長がྊ㞟しࠊその議長となるࠋ 
   (1) 会長がᚲせと認ࡵたとࠋࡁ 
   (2) 理事会役員が３ศの１以上をࡶってࠊそのྊ㞟をせồしたとࠋࡁ 
  2 理事会はࠊḟの事項を審議するࠋ 
   (1) 事業計⏬及び報告 
   (2) 予⟬及びỴ⟬ 
   (3) その他ᚲせな事項 
  3 議事はࠊ出席理事の㐣༙ᩘの同ពをࡶって議Ỵされるྰྍࠋ同ᩘのとࡁはࠊ議長の

Ỵするとこࢁによるࠋ 
  4 理事会は事業報告ࠊỴ⟬ࠊその他㔜せ事項をṇ会員にබ㛤するࠋ 
 
 
   第４❶ 会 計 
 
 
第１２᮲（⤒㈝） 
  ᮏ会の⤒㈝は入会金ࠊ会㈝ࠊ事業収入ࠊᐤ付金その他の収入をࡶっててるࠋ 
 
第１３᮲（入会金） 
  ᮏ会の入会金（‽会員ࠊ特別会員ࠊ㈶ຓ会員を㝖ࠋࡃ）ࠊ卒業または修了時に⣡入するࡶ

のとするࠋ 
 
第１４᮲（会㈝） 
  会㈝はࠊ理事会がᚲせと認ࡵたとࡁはṇ会員から徴収することがでࡁるࠋ 
 
第１５᮲（会計年度） 
  ᮏ会の会計年度はࠊẖ年４月１日にጞまりࠊ⩣年３月３１日までとするࠋ 



   㝃 則 
 
1 この会則はࠊ平成４年㸷月５日から行するࠋ 
2 鳥取大学工学部電気情報系学科の前身学科とはࠊ電気工学科ࠊ電Ꮚ工学科ࠊ電気電Ꮚ工

学科ࠊ知能情報工学科で࠶るࠋまたࠊ大学㝔工学研究科情報ࢡࢽࣟࢺࢡ࢚ࣞスᑓᨷの前

身ᑓᨷとはࠊ情報生産工学ᑓᨷ電Ꮚ情報ࢩスࢸム工学講ᗙࠊ電気工学ᑓᨷࠊ電Ꮚ工学ᑓ

ᨷࠊ電気電Ꮚ工学ᑓᨷࠊ知能情報工学ᑓᨷで࠶るࠋ 
3 ᨵ組に伴う学科名ࠊᑓᨷ名の変更についてはࠊㄞみ࠼るࡶのとするࠋ 
 

（平成２７年４月１日一部ᨵṇ） 
 
 
 
ഛ⪃： 
・2 㔜下⥺は学科名称変更に伴う変更⟠所を表す． 
・下⥺は上記以እの変更⟠所を表す． 
・旧会則㝃則第１項（入会金及び会㈝の金㢠に㛵する項┠）は๐㝖． 


